
マイナンバーカードを作るには
◆交付申請書がある場合・・・オンライン・郵送・市窓口等で申請
◆交付申請書がない場合・・・市窓口（各臨時交付窓口または市民課）へ

マイナンバーカード西部臨時交付窓口（情報創造館庁舎 2階　☎88－8856）
マイナンバーカード南部臨時交付窓口（イオン南松本店 2階　☎88－7478）

問い合わせ

　　　カード取得後に、年金や児童手当、所得税還付金、給付金などを受け取る口座の登録ができます。
カードができたら、公金受取口座の登録を！

◆口座情報の記入や通帳の写しなどの提出が省かれます。
◆公金の受け取りがスピーディーに行われます。

※預貯金残高の情報が、国に知らされる
　ことはありません。

西部臨時交付窓口 南部臨時交付窓口

　 9 月30日までにマイナンバーカードを申請した方に、キャッシュレス決済によるポイントが付与されます。
すでにカードをお持ちで、ポイント未申請の方も対象。※発行までに時間がかかる場合があります。

◆マイナンバーカード新規取得　5,000ポイント
◆保険証利用申込み、公金受取口座登録　各7,500ポイント

合計ポイント
2 万円分 総合サイト

マイナンバーカードを作りましょう

キャッシュレス決済
市役所窓口での

を拡大します
●問い合わせ　ＤＸ推進本部（☎48－7000　ｆ48－7001）

　市民の皆さんがより利用しやすくなるよう、 9月16日㈮から、キャッシュレス決済が可能な
窓口や、決済サービスを拡大します。

◆住民票や納税証明書等の証明および閲覧手数料
◆体育施設使用料
◆公民館使用料
◆市営診療所使用料
◆保育園等の一時預かり利用料　等

対象
◆市民課
◆地域づくりセンター　全35カ所
◆診療所　全 7 カ所（夜間急病センター他）
◆保育園等　11カ所
◆スポーツ施設　 7 カ所（総合体育館他）　 他

対象の窓口

可能な決済サービス
【クレジットカード】 【QR】 【交通系電子マネー】 【流通系電子マネー】

×

2 万円分のポイント締め切り迫る！

70
カ所

9 月30日までにカードの申請を！マイナポイント第 2 弾実施中
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